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いつまで続くかわからないコロナ禍だからこそ、

「お心のケアが必要ではないでしょうか。そこで、

と銘打ち月１回第４月曜日の１８時かりや相談会」

３０分から白山市労働会館で相談会を開催すること

にしました。心のケアの専門職である精神対話士の

派遣を受け、市民の皆さまの悩みに寄り添えればと

考えています。相談は無料で、予約が

必要です。詳しくは相談会予約専用ダ

イヤル、０９０－８３９７－１６６９

までお問い合わせください。

２０２１年６月議会報告

白山手取川ジオ

パークのPRのた

め、ジオパーク

ポロシャツで一

般質問しました。

（質問）市が３月に実施した緊急アンケー

トの結果、市内事業者の約８割が影響を受

けています。さらに、石川緊急事態宣言で

深刻さを増しています。市独自の中小企業

応援給付金のような直接支援を。

→（市長）国において、一時支援金や月次

支援金制度を設けて支援している。県にお

いても５月から６月の月次支援金を対象に

上乗せ支援を６月補正予算に計上されたと

聞いている。現状ではこれ以上の直接支援

は考えていない。

（質問）コロナ感染がおさまった後の支援

が必要では。

→（産業部長）緊急アンケートの中でも消

費活性化策の導入を求める声が多かった。

感染拡大の状況を見きわめながら検討して

いきたい。

（質問）県が行う新型コロナ対策認証制度

を取得できるよう、感染拡大防止対策支援

金制度をつくり後押しできないか。

→（市長）県が導入する認証制度を後押し

したい。具体的には、飲食業種を対象に、

アクリル板設置や、空気清浄機や二酸化炭

素濃度計、非接触型の体温計などの感染拡

大防止対策機材の購入費に対して支援を実

施できないか、検討していきたい。

（質問）飲食業だけでなく宿泊業者へも後

押しするのか。

→（産業部長）飲食を提供している宿泊業

者も対象としたい。

（質問）コロナ禍での子育て支援のため、

高校生への無償給付型の奨学金制度を年５

名から拡充しては。

（ ） 、→ 市長 今年は５人の支給を決定したが

、 、今後 無制限に給付することはできないが

支給人数の拡充など実情に応じた制度設計

となるよう検討したい。

（質問）学校給食を無償化しては。

→（教育部長）１年間５億４０００万円と

なり、財政負担額が膨大であるため無償化

は困難と考えている。

（質問）多子世帯の給食の無償化からはじ

めては。

→（教育部長）財政負担を伴うことから、

段階的無償化については困難であると考え

ている。低所得者に対しては、就学援助制
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度により給食費の支給を行っている。

（質問）ワクチン接種について、政府は７

月中の高齢者の接種完了を目標としている

が、本市は達成できるのか。

→（市長）高齢者のうちワクチン接種を希

望する方は、７０％、２万３１００人と見

込んでいる。７月末までに集団接種や個別

接種などで、概ね高齢者の７５％以上に接

種できる見込みとなっている。オール白山

でワクチン接種に取り組みたい。

（質問）個別接種を多くしていただくため

に、民間医療機関への支援を。

→（市長）国において、接種費用を増やす

など、個別接種に積極的に協力する医療機

関を力強く後押ししている。市では市医師

会と協議を重ね、何か支援ができないかヒ

アリングなどを行ってきた。ワクチン接種

業務に係る手続きが煩雑にならないよう支

援していきたい。

（質問）６４歳以

。下の接種の予定は

→（市長）高齢者

の後は、基礎疾患

を有する方、福祉

施設等の従事者、

６０歳から６４歳

までの方を順次行

い、引き続き一般の方々への接種を行う。

６月２５日に接種券を発送する予定として

いる。

（質問）高齢者の接種が進んでいないので

は。

→（健康福祉部長）ファイザーワクチンは

１回目と２回目の接種の間、３週間を空け

る必要がある。２回目の接種が始まった、

６月の第１週から第３週目にかけて１回目

の接種率が鈍り、２回目の接種率が高くな

る状況である。市民の不安感を払拭し、ま

ん延防止に努めていきたい。

（質問）６４歳以下の接種の際、生徒や学

生、保育士、教員、学童保育の指導員、エ

ッセンシャルワーカーと言われている業種

の方、高齢者や障がい者の在宅介護をされ

ている方を優先的に接種すべきでは。

→（市長）クラスターの発生を抑えること

変異を繰り返すコロナウイ

ルス

が極めて大切であり、市内小中学校の教職

員、保育士、放課後児童クラブの指導員や

感染リスクの高い介護事業者、エッセンシ

ャルワーカーなどへの接種について、６月

下旬を目途に公立松任石川中央病院と調整

している。

（質問）相談体制の充実のため、相談会の

担当者の資格を明示しては。

→（企画振興部長）市の広報には、現状に

おいても、相談者を明記しているが、今後

は、資格者が対応にあたる場合も積極的に

掲載していきたい。

（質問）市内小中学校に配置されているス

クールカウンセラーは大切な役割を果たし

ているが、資格を持っていない方がいらっ

しゃる。資格を持ったカウンセラーを採用

すべきでは。

→（教育長）無資格者は、小学校１１校、

中学校３校の配置となっている。医療や福

祉などとの専門機関との連携については課

題があると認識している。今後は、資格を

有するスクールカウンセラーの配置につい

て、県へ強く要望していきたい。

（質問）コロナ禍では避難所の定員が３分

の１になる。避難所の確保に実効性を持た

せるため、県内外の市と避難所に関する協

定を結んでは。

→（総務部長）避難所の確保については他

市と協定などで取り交わしていないが、重

要なことと認識している。石川中央都市圏

において課題を共有し、連携が図れないか

検討したい。

（質問）減災や避難所運営に対して女性の

視点が大切と言われているが、本市の危機

管理課に専任女性職員はいない。配置が必

要では。

→（総務部長）今後は女性の視点をより反

映した施策が展開できるよう、専任の女性

職員の配置について検討したい。

（質問）防災倉庫のない公民館に防災倉庫

を設置しては。

→（総務部長）災害時に地域の防災拠点と

、 。なる地区公民館には 防災備蓄倉庫が必要

計画的に整備ができるよう検討する。

変異株の影響もあり、ワクチン接種が進んでも感染防止策は続ける

必要があります。厳しい生活にある方はたくさんおられます。これ

からも市による支援を求めていきます。
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（質問）総務省は、地域おこしを目的とし

た地域プロジェクトマネージャー制度を今

年３月に創設した。本市では、緑の協力隊

を受け入れているが、もう一歩進んで、地

域おこしの経験と人脈を持った人材を募集

し、地域プロジェクトマネージャー制度を

利活用しては。

→（企画振興部長）この制度は、地域や民

間、行政の連携による地域おこしを進める

。 、上では効果的な制度と考えている しかし

重要プロジェクトを実行するためには、地

域住民自らの地域活性化に対する意識の高

揚が重要で、実施にあたっては、地域住民

。 、との連携が必要不可欠である 地域の課題

実情を踏まえ調査研究していきたい。

（質問）地域が先か市が先か、市の声かけ

も必要では。

→（企画振興部長）本市が進めている協働

のまちづくりの説明会などで、紹介できな

いか検討していきたい。

（質問）関係人口を増やすために、鳥取県

智頭町で取り組んでいる災害時の疎開保険

のような制度を創設しては （疎開保険：。

年１万～２万円の保険料で災害が起きた場

合、１週間の食事と宿泊場所を提供するも

ので、保険が適用されなかった場合は、金

額に応じて特産品を送る制度）

→（企画振興部長）鳥取県智頭町の災害疎

開保険は、災害支援を切り口とする地域間

交流・物流による地域おこしとして取り組

んでいる。大変参考になるが、白山ろくで

は適さないのではないかと考えている。

（質問）島集落と言われる松任地域で考え

られないか。

（ ） 、→ 企画振興部長 制度の設計については

慎重に検討していきたい。

（質問）旧村役場は傷みもひどく、景観を

損なっている。吉野谷の旧村役場は今後活

用していくとのことだが、後の４つの旧村

役場の利活用は未定となっている。過疎債

が適用できる６年の間に、地元の意見を聞

きながら撤去を含めた活用案を決定し、計

画的に対応しては。

→（市長）早急に６年間の過疎地域持続的

発展計画を策定し、計画的な執行に努めた

い。この計画の中で旧村役場の跡地の利活

用についても協議・検討していきたい。

（質問）旧尾口、旧河内は過疎債の適用外

だが、計画の中に入れていくのか。

→（総務部長）計画の本則の中にははいら

ないが、関連したものとして、うたえない

か検討していきたい。

（質問）入れていく理解でよろしいか。

→（総務部長）旧村役場の跡地利用は一体

的なので、そのことを念頭に計画をつくっ

ていきたい。

（ ） 、質問 ＳＤＧｓの目標を達成するために

ＳＤＧｓの全ての目標に関連性があるとい

われるフェアトレード活動や商品の市民へ

の啓発が必要では。

→（市民生活部長）フ

ェアトレードとは、生

産者が人間らしくより

よい暮らしができるよ

う、作られたものを適

正な価格で取引する仕

組みであり、開発途上国の生産者の生活改

善や自立などが期待される。特にＳＤＧｓ

の目標１２の「つくる責任、つかう責任」

に効果がある。今年度新たにイオンモール

白山において、エシカル消費の啓発ブース

を開設するなど、フェアトレード活動を含

めたエシカル消費に関する啓発事象を行

、 。い 広く市民の皆さまに周知していきたい

（質問）フェアトレード商品を取り扱う事

業者への支援が必要では。

→（市民生活部長）市として消費者への情

報提供などが考えられるが、効果的な支援

方法について、先進地の事例収集や研究を

進めていきたい。

ＳＤＧｓの目標１２

、 。 、旧村役場は傷みもひどく 景観を損なっています 合併して１６年

合併の負の遺産のように感じます。しっかりと地元の声を聞きなが

ら、計画的に利用されるよう期待します。
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（質問）２０１６年に「義務教育の段階に

おける普通教育に相当する教育の機会の確

保等に関する法律」いわゆる教育機会確保

法が成立した。この法律の趣旨は「子ども

は学校以外の学びの場を選んでも良い、学

校以外の学びの場を提供する義務が国には

」 、 。ある と認識しているが 教育長の認識は

（教育長）不登校児童生徒に対する教育機

会の確保、夜間等に授業を行う学校におけ

る就学機会の提供、その他義務教育の段階

における普通教育に相当する教育の機会の

確保等を総合的に推進することを定めたも

。 、のと認識している 特に不登校については

学校復帰のみを前提としていた従来の不登

校対策を転換し、学校以外での多様で適切

。 、な学習活動の重要性を指摘している また

不登校児童生徒の無理な登校は、状況を悪

化させる懸念があり、休養の必要性を認め

たものと捉えている。

（質問）教職員への啓発が必要では。

→（教育長）校長会議を始め機会あるごと

に周知してきた。各学校でも校内研修等を

通じて理解を深めてきている。また、各校

との担当者と連絡会を開催し、協議してい

る。具体的には、本市の教育支援センター

やフリースクールなど学校以外の場が重要

であること、学校復帰だけでなく、学校以

外の学びの場に通うことも選択肢となり得

ること、場合によっては、教育支援センタ

ーやフリースクールに通うことを学校の出

席として認めることなどを指導している。

２０２１年１月現在、教育支援センター４

３名、フリースクール８名を出席と認めて

いる。今後も、市教育センターの臨床心理

士やスクールソーシャルワーカーなどの専

門スタッフと連携し支援していきたい。

（質問）保護者を含めた学校関係者への啓

発のため、県内にある学校以外の学びの場

を紹介するパンフレットを作成し、配布し

ては。

（教育長）教育支援センターやフリースク

ールなどの学校以外の学びの場について

は、個別の相談の中で紹介してきた。学校

以外の学びの場について紹介するパンフレ

ットなどを作成するなどして、今後さらに

周知を拡大できるようしていきたい。

（質問）合理性もなければ必要性の説明す

らできない校則、いわゆるブラック校則が

問題となり、県立学校において、校則の見

直しの声があがっている。本市の小中学校

の校則には、いわゆるブラック校則が存在

するのか。

→（教育長）制

服等の校則につ

いて、学校管理

運営計画で把握

している。人権

侵害にも近い理

不尽な校則はな

いと認識している。現在、全小中学校に校

則を把握できる資料を提出するよう指示を

したところで、今後確認したい。

（質問）校則を見直す良い機会では。ジェ

ンダーを考えたとき、制服の在り方も考え

る必要がある。児童生徒の意見も取り入れ

ながら、制服を含めた校則の見直しを。

→（教育長）制服を含めた校則について、

校長会議等を通じて、プライバシーや人権

に関わる不合理な校則がないか、ＬＧＢＴ

に配慮したものになっているかなど見直す

よう指示した。また、児童生徒の意見も取

り入れながらと言う点について、主体性を

養う機会という観点からも取り組むよう指

導した。

。校則も時代と共に変化します

コロナ禍にあって、不登校の子どもたちが増えています。教育機会

確保法の精神がしっかりと活かされ、誰もが豊かな学びが受けられ

るような教育条件整備が必要です。
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